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歴
史
上
の

「

阿
部
一

族
」
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件

ー
殉
死

事
件
の

真
相
と

鴎
外
の

「

阿

部
一
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」
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は

じ

め

に

　

鴎
外
の

「

阿
部
一

族
」

は

「

歴
史
其
儘
」

の

史
実
再
現
で

あ
る

、

と
い

う
の

が
通
説
に

な

っ

て

い

る
よ

う
で

あ
る

。

が
、

そ
の

多
く
は

鴫
外
の

「

歴
史
其
儘

と
歴
史
離
れ
」

に
よ

り
か
か

っ

て

の

類
推
で

あ
っ

て
、

吟
味
し

た

史
料
に

基
づ

く
史
実
究
明
の

結
果
と

作
品
と
を

《
ら
べ

た

上
で

の

結
論
で

は

な
い

。

主
資
料

『

阿
部
茶
事
談
』

そ
の

ま

ま
の

と
こ

ろ
が

多
い

に

し

て

も、

鴎
外
は

そ
の

中
心

主
題
を

ま
る

で

変
え
て

い

る
し

、

ま
し

て
、

『

阿
部
茶
事
談
』

は
一

等
史
料
で

な
い

ω

か

ら、

そ
れ
を

も
っ

て

史
実
そ
の

ま
ま

だ
と

言
う
わ

け
に

は

い

か

な

い
。

　

私
は
、

す
で

に
、

歴
史
上
の

「

阿
部
一

族
」

事
件
に

つ

い

て
、

殉
死

事
件
か

ら
一

族
全
滅
ま
で

の

全
体
を

調
査
し
て

い

る

が
、

紙
数
の

都
合
で

、

そ

れ
を
遣

こ

に

全
部
記
述
す
る
わ

け
に
は
い

か

な
い

。

そ
こ

で
、

こ

の

稿
で

は
、

発
端
の

殉
死
事
件
に

限
っ

て
、

」

史
実
と

鴎
外
の

「

阿
部
一

族
」

と
の

違
い

を

指
摘
し
て

み
た
い

。

　

鵬
外
が

見
た

の

よ

り
広
範
に

細
川
藩
そ
の

他
の

史
料
を

探
っ

て

み

る
と

、

歴

史
上
の

当
殉
死
事
件
は

、

「

阿
部
一

族
」

と

も
『

阿
部
茶
事
談
』

−
と

も
異
な
る

姿
を

も
っ

て

浮
か
び

上
が
っ

て

く
る

。

私
は
そ

れ
を
一

種
の

政
治

的
事
件
と
見

る
も
の

で

あ
る

。

そ
れ
を

も
っ

て
、

作
品

「

阿
部
一

族
」

前
半
の

十
入

人
の

殉

死
部

分
の

特
質
と
問
題
点
を
逆

照
射
し
て

み
よ

う
と
し

て

い

る
。

も
ち

ろ
ん

、

作
品

解
釈
の

次
元
で

は
、

鴎
外
が

見
な
か
っ

た

史
料
が
ど
う
で

あ
ろ

う
と

問

題

で

は

な
く

、

せ

い

ぜ
い

依
拠
資
料
と
の

比

較
ま
で

で

あ
る
が

、

こ

の

試
み
は

、

作
品

解
釈
よ

り

も
さ

ら
に

広
い

次
元
で
、

鴫
外
の

「

阿
部
一

族
」

を

相
対
化
し

て
み

よ

う

と
す
る
も
の

で

あ
る

。

　
な
お

、

引
用

史
料
は

次
の

通

り
で

あ
る

。

（

本
文
中
の

史
料
引
用
の

表
記
は

、

読
み

や

す
く
す
る

た

あ
、

句
読
点
．

返

り
点
を

つ

け
、

か

た
か

な

を
ひ

ら

か

な

に

な

お

す
な

ど
、

改
め

た

と
こ

ろ

も

あ
る

。

）

　
【

当
殉
死
事
件
に
つ

い

て

の

引
用
史
料
】

忠
利
公
御
家
譜
鵄
調

憾
軒

六

年

十
七
（

小
野

武
次
郎
景
湛

編
、

天
明
年

中
成
立

か
、

　
熊
本
大

学
寄
託

細
川
家

永
青
文
庫

蔵
。

忠

利
殉
死

者
の

『

先
祖
付
』

を

主

と

　
し

、

『

細

川
家

記
』

も

参
照
し

た

も

の
。

但
し

、

阿

部
に

っ

い

て

は
、

細
川

　
本
『

阿

部
茶
事

談
』

の

抄
引

の

み
。

内
藤
と

津
崎
に

つ

い

て

は
、

『

先
祖
付
』

　
の

他
に

、

細
川
本
『

阿

部
茶
事
嵌
』

の

「

茶

話
日
」

も

引
用
し

て

い

る
。

以

　
下

、

「

忠

利

家
譜
」

と

略
称

。

）

熊
本
県
史
料
　
近
世
篇
第
一
　

（

細

川
氏

肥
後
入

国
後
の

書
状
等
を

編
集
し

た

　
　
ぶ

わ
け

　

二
−

　
『

部
分
御
旧

記
』

九
十
二

冊
の

う
ち

、

藩
主
一

族

間
の

書
状
を

玻
め

た
一

か
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ら
十

六

ま

で

の

翻

刻
。

以
下

「

県
史
料
」

と

略
称

。

）

藩
譜
採
要
　
（

財
津
三

左

衛
門
永
晟

編
、

天
保
三

年
又

は

文
政
四

年
成
立、

森

　
下

功
氏

蔵
・

永
青
文

庫

蔵
。

安
永
七

年
成
立

の

『

綿
考
輯
録
』

の

略
本

。

）

光
尚
公
御
家
譜
鵄
境

怺
鯡

六

年

三

　
（

小
野

武

次
郎
景

湛
編、

天
明
年
中

成
立

か
、

　

永
青

文
庫
蔵

。

以

下

「

光
尚
家
譜
」

と

略
称
。

）

忠
興
公
御
以

来
御
三

代
殉
死
之

面
々

（

大
正
一

年
興

純
写、

鴎
外
文
庫
蔵

。

こ

　

れ
の

親
本、

永
青
文

庫

本
は

紛
失

中
。

忠
利

殉
死

者
の

部

分
は

、

内
容

的
に

　
は

『

忠
利
家

譜
』

の

抜

書
。

以

下

「

殉

死
録
」

と

略
称

。

）

山
鹿
語

類
　
（

山

鹿
素
行

著、

寛
文
六

年
序
）

熊
本
県
史
料
　
近
世
篇
第
一
　

付
録

　
主

要
人
物
略
伝

　
（

以
下

「

付
録
」

と

略
称

。

）

阿
部
茶
事
談
　
（

永
青
文

庫
蔵

。

注
ω

参
照
）

　
【

全

般
的
状
況
・

気

風
に

つ

い

て

の

引
用

史
料
】

赤
穂
四
十
六

士

論
　
（

太
宰
春

台
著
）

殉
死

考
　
（

西

田
直
養

著、

永

青
文
庫
蔵
）

駿
河
土

産
　
（

大
道

寺
友
山

著
）

武
家
諸
法
度

士

道
要
論

明

良
洪
範

明
訓
一

斑
抄

古
老
茶
話

常
山

紀
談

　
（

徳
川
家

綱
、

寛
文
三

年
口

達
）

（

斎
藤

拙
堂

著
、

天
保
八

年

序
）

（

真
田

増
誉

著
）

　
（

徳
川

斉

昭
著、

弘

化

二

年

成
立
）

（

永

青
文
庫

蔵
）

（

湯
浅
常
山

著
、

元

文

四

年
成
立
）

殉
死
の

「

掟
」

　
鴎
外
は

、

忠
利
が
殉
死

を

許
可
し

た

十
八

人
は

み

な

安
堵
し

て

死
に

、

忠

利

が
許
さ
な

か
っ

た

阿
部
弥
一

右
衛
門
一

人
に

後
難
が

ふ

り
か

か

っ

て

き
た

と
し

た
。

そ
の

運
命
の

分
か

れ
目
の

大
前
提
と
し

て
、

殉
死
に

は

「

掟
」

が

あ
っ

た

か

ら
だ
と

し
て

い

る
。

　
　
　
殉
死
に

は

い

っ

ど

う
し

て

極
ま
つ

た

と
も
な

く、

自

然
に

掟
が

出
来
て

　
　
ゐ

る
。

ど

れ
程
殿

様
を

大

切
に

思
へ

ば

と

云

つ

て
、

誰
で

も

勝
手

に

殉
死

　
　
が

出
来
る

も
の

で

は

無

い
。

（

中
略
）

是
非

殿
様
の

お

許

を

得
な

く
て

は

　
　
な

ら
な

い
。

そ

の

許
も
な

い

の

に

死
ん

で

は
、

そ
れ
は

犬
死
で

あ
る

。

武

　
　
士

は

名

聞
が

大
切
だ

か

ら
、

犬
死
は

し

な

い
。

　
ま

ず
注
目

さ
れ
る

の

は
、

慣
習
法
を

絶
対
的
所
与
と
し

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

　
歴
史
上
は

、

当
時
は

幕
藩
体
制
の

確
立
期
で

あ
っ

て
、

自
然
に

「

出
来
て

ゐ

る
」

掟
を

、

動
か

し

が
た

い

も
の

と
し

て

護
持
す
る
時
代
で

は

な

か
っ

た
。

社

会
状
勢
が

変
わ
る

の

に

従
っ

て
、

そ
れ
に

合
わ
せ

て

古
い

も
の

を

改
め

、

あ
ゐ

い

は

新
設
し

た

時
代
で

あ
る

。

そ
れ
は

、

徳
川

家
光
の

多
く

の

新

政

策
の

う

ち
、

武
家
諸
法
度
の

補
訂
一

つ

を

取
っ

て
、

秀
忠
代
の

そ

れ
と

く
ら
ぺ

て

見
て

も
、

明
ら
か

で

あ
る
（

こ

れ

は
、

家
光
が

忠

利
に

天

下
の

政
事
を

諮
問
し

、

そ

の

答
申
を

採
用
し

た

も
の

で

あ

る
。

〈

藩
譜
採
要
〉
）

。

事
を
殉
死
に

限
っ

て

み

て

も
、

一

方
で

世
人
の

殉
死

賞
讃
や

殉
死
者
多
数
を

誇
る

風
潮
が

あ
る

と
と

も

に
、

そ
の

弊
害
に

対
し

て
、

寛
文
三

年
の

幕
令
と

そ
の

直
後
の

厳
罰
と
に

よ

っ

て

殉
死
が

あ
と

を
絶
つ

以
前
に

も
、

徳
川

家
康
を
は

じ
め

と
し

て
、

黒
田

如
水

・

藤
堂
高
虎
・

佐
竹
義
宣

・

井

伊
直
孝
・

徳
川

頼
宣

・

徳
川
光
圀
・

保
科
正
之

・

鍋
島
光
茂
な
ど
は

、

家
中
殉
死
の

禁
止
を
図
っ

た
。

こ

う
し

て

み

る
と

、

状

況
を

可
変
的
に

設
定
し

な
い

と
こ

ろ

に、

鴎
外
の

思
考
の
一

特
質
が

現
わ

れ
て

い

る

こ

と
が

照
ら
し

出
さ
れ
る

と

思
う

。

　

次
に

掟
の

内
容
だ
が

、

一

口

に

言
え
ぽ

、

亡

君
許
可

制
が

厳
し

い

も
の

だ
と

い

う
こ

と
で

あ
る

。

こ

れ
も

歴
史
の

実
情
に

は

合
わ

な
い

。

　

そ
の

第
一

の

理
由
と

し
て

、

大
名
に

は

参
勤

交
替
が

あ
り、

家
来
は

留
守
居

衆
・

京
大
阪
江
戸

詰
衆
・

参
勤
お

供
衆
と

分
か

れ
る
わ

け
で

、

主
君

が
ど
こ

で

N 工工
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死
ん

で

も
、

臨
終
の

場
に

い

合
わ

せ

な
い

た
め

に

直
々

の

許
可
が

得
ら
れ

な
い

者
が

出
る

。

た
と

え
ば

、

三

斎
に

殉
死
し

た

興
津
弥
五

右
衛
門
は

江
戸
詰
の

た

め

三

斎
の

許
可
を

得
ら
れ
な
か

っ

た
し

く

殉
死
録
V

、

江
戸
で

死
ん

だ

光
尚
に

殉
死
し

た

遠
坂
孫

九
郎
や

堀
平
左
衛

門
は

、

熊
本
に

い

た
た

め
、

「

御
骨
奉
レ

拝
」

〈

殉

死
録
〉

、

「

道
中
に

て

御
遣
骨
に

参
会

、

殉
死
の

儀
奉
7

告
」

〈

殉
死

録
V

っ

た
の

で

あ
る

。

　

第
二

に
、

主
君
の

病
状
に

よ
っ

て

は
、

家
臣
が

殉
死
を
願
い

出
た

時
、

許
可

能
力
が
な
い

場
合

が
あ
る

。

現
に

忠
利
の

死
因
は

脳

卒
中
で

、

　
○

今
日

十

四
日

、

俄
に

つ

ま

り

候
由

、

申
越

候
間

、

驚
、

八

代
を

未
の

下

刻

　
に

罷

出
、

熊
本
へ

夜
の

四

つ

時

令
レ

著
、

越
中
（

忠
利
）

体
を

見
候
処

、

は

や

　

究
申
候

。

人
を

も

見

知
不
〆

申
、

目
も

明

不
レ

申

体
に

候
。

絶
二

言

語一
候

。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

三

斎
か

ら

光

尚
あ
て
）

〈

県

史
料
V

と

あ
る

よ

う
に

、

人

事
不

省
に

な
っ

た
。

正
月

十
八

日
、

三

月
九
日
の

小
中
出

血
で

「

上
気
候
て

、

右
の

手
足
な
へ

、

舌
内
難
γ

叶
候
」

〈

県
史
料
V
と
い

ら
後

遺
症
の

間
は
、

意
識
は

確
か

で

あ
っ

た

が
、

三

月
十
四

日

以
後
十
七
日

死
去
ま

で

の

四
日

間
は

、

意
識
が
回

復
し
た

か

ど

う
か

、

と

も
か

く、

い

つ

で

も
許
可

で

き
る

と
い

う
状
態
で

は

な
い

。

ま
た

、

光
尚
の

場
合
は

、

「

御
供
仕
候
と
申

上
候
え

ぽ
、

そ
れ
は
と

被
レ

仰
候
て

、

御
逝
去
被
レ

成
候

。

」

〈

殉
死

録
V
の

ご

と

く
、

肝
心
の

許
可
か

不

許
可
か

を

言
わ

ず
に

絶
命
し
た

。

　
第
三
に

は
、

こ

う
い

う

中
で

、

タ

イ

ミ

ソ

グ

よ

く
許
可
を

得
ら
れ
る

者
は

限

ら
れ
て
い

る
こ

と

で

あ
る

。

忠
利
の

時
、

許
可
の

記
述
が

あ
る
の

は
、

近
習
三

人
だ

け
で

あ
る

。

す
な
わ
ち

、

机
廻
り
の

内
藤
長
十
郎
の

「

押
か

へ

し

高
声
に

申
上

候
時

、

御
目
被
〆

為
レ

開
、

両
度
御
う
な
づ

き
被
ノ

成
候

。

」

〈

忠

糾
家
譜
V

と
、

近
習
役
御
毒
味
の

橋
谷
市
蔵
の
「

御
う
な
づ

き
被
レ

遊
候

。

」

〈

忠
利

家
譜
V

と
、

御
台
所
役
人
で

は

あ
る

が
「

度
々

御
前
え
被
二

召

出
噛

咄
等
御
聞
被
レ

遊
」

た

宮
永
勝
左
衛
門
の

「

御
免
被
二

仰
付一
候

。

」

〈

忠

利
家
譜
V
と
で

あ
る

。

外
様

勤
め

の

者
は

、

上
級
武
士
の

寺
本
八

左
衛
門
で

さ
え

、

「

忠
利
君

御
大
切
に

御

極
り

被
γ

遊
、

外
様
の

者
も

御
目
見
被
二

仰
付一

候
節

、

御
逝
去
被
レ

遊
候
は

ば
、

御

供
可
7

仕
と、

御
直
に

申
上

置
候

。

」

〈

忠
利
家

譜
〉

に

見
ら
れ
る

ご

と
く

、

外
様
の

者
が

面
会
を

許
さ
れ
た

時
点
で

は
、

す
で

に
一

方
的
に

「

申
上

置
」

く

し

か

な
い

様
態
に

な
っ

て

い

た
。

下

級
武
士
や

退
職
者
の

場
合
は

、

「

忠
利
君

御
逝
去
の

時
、

殉
死
の

儀、

奉
レ

願
候
処
」

の

後
に

「

御
う
な

つ

ぎ
被
レ

遊
候

。

」

の

類
の

記
述
が

な
く
て

、

す
ぐ
に

、

家
老
か

光
尚
か

の

制
止

記
事
が

続
い

て
い

る

（

宗
像
兄
弟
四

人
・

田

中
・

津
崎
）

〈

忠
利

家
譜
〉

。

　
こ

れ
は

、

身
分
柄、

あ
る

い

は

折
柄
に

よ

っ

て
、

生
前
の

忠
利
に

面
会
で

ぎ
ず

、

死
後
願
い

出
た

も

の

と
解
さ
れ
る

。

大
出
血
の

翌
日
「

十
五

日
よ

り
は

、

御
家

中
不
〆

残
御
花
畑

え
相
詰
候

。

」

〈

藩
譜
採
要

V
と

あ
る

が
、

こ

れ
を

も
っ

て
、

何
千
人

も
の

家
臣

全

員
が

、

頻
死
の

忠
利
に

御
目

見
え
で

き
た

と
す
る

わ
け
に
は

い

か

な
い

。

中

に

は
、

右
田
因
幡
の

よ

う
に

、

「

忠
利
君

御
逝
去
の

節
、

因
幡
儀

、

早
速
御
供

の

覚
悟
に

候

段
、

御
家
老
中
聞
付

、

（

中

略
）

差
留
」

〈

忠
利

家
譜
V
め

た
、

つ

ま
り

「

勝
手
に
」

殉
死
の

覚
悟
を
し

て

い

た

者
ま
で

い

る
。

　

第
四
に

、

当
の

忠

利
の

許
可
が

絶
対
な
ら

、

後
で

第
三
老
の

家

老
や

光
尚
が

制
止
命
令
を

出
す
は

ず
が

な
い

の

に
、

と
め

て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

後
述
す
る

が
、

殉
死
志
願
者
一

同
に

家
老
が

待
機
命
令
を
出
し

、

光
尚
は

制
止
し

た
。

た

と
え
ば

、

忠
利
に

許
可
さ
れ
た

橋
谷
は

、

鴎
外
の

「

掟
」

通

り
な
ら

当
然
遣
跡

安
堵
の

保
証
を

得
て

死
ぬ

は

ず
な
の

に
、

実
際
に

は
、

「

御
う

な
づ

き

被
レ

遊
候

。

光
利
君
（

光

尚
）

よ

り
、

再
三

御
と
め

被
レ

成
候
て
、

御
意
を

背
候
は

ば
、

跡

式
断
絶
可
〆

被
二

仰
付
こ

〈

忠

利
家
譜
〉

と
い

う
厳
罰
主
義
の

制
止
を

受
け
た
の

で

あ
る

。

こ

れ
は

、

光
尚
の

制
止
に

ょ

っ

て
、

忠
利
の

許
可
が

無
効
に

な
っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

忠
利
へ

の

殉
死
を
「

犬
死
」

に

す
る
の

も
「

功
」

に

す

る

の

も
、

忠
利
で

は

な

く
、

実
は

、

光
尚
し

だ
い

な
の

だ
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

て
、

こ

れ
は

、

「

我
等
罷
下

候
上

、

よ

く
承

、

其
上
に

て

可
二

冲
付一
」

（

光
尚
か
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ち

家
老

あ
ズ
）

〈
光

尚
家

譜
V
に

も
窺
わ

れ
る

。

　

以
上
四
つ

の

点
で

、

亡

君
許
可

制
と
い

う
殉
死
の

掟
は

、

一

般
的
に

も
、

当

「
殉
死
に

お

い

て

も
、

歴

史
の

実
情
に

合
わ
な
い

も
の

だ
と

言
え
る

。

　

殉
死
の

掟
は

、

「

歴

史
の

必

然
」

で

は

な
く、

テ

ー

マ

構
築
上
の

必
然

的
要

請
に

よ
っ

て

設

定
さ
れ
た

も
の

で

あ
ろ

う
。

何
と

な
れ
ば

、

阿
部
弥
」

右

衛
門

の

意
地
を

貫
く

悲
劇
美
は

、

唯
一

人

絶
対
不

動
の

掟
に

反
す
る

と
い

う
、

極
限

状
況、
の

中
で

こ

そ
輝
く

も
の

だ
か

ら
で

あ
る

。

だ
れ
で

も
勝
手
に

殉
死
で

き
た

り
、

制
止
に

背
い

て

殉
死
し

て

も
犬
死
に

な
ら
な
い

状
況
の

中
で

は
、

彼
の

不

許
可
は
、

唯
一

固
有
の

悲
劇
に

撼

な
ら

な
い

。

二

　
殉
死
事
件
の
実
態
と
原
因

　
で

は、

当
殉
死
事
件
の

実
態
は

ど
う
で

あ
っ

だ
の

か
。

そ
の

原
因
は

何
か

。

　
事
件
を

時
間
的
に

眺
め

て

み
よ
う

。

　
ま

ず
、

忠
利
の

時
の

人
々

の

殉
死
日

は
、

細
川
藩
に

お

け
る、

の

ち
の

三

斎

や
光
尚
の

時
の

そ
れ

と
く
ら
べ

て
、

異
様
に

遅
れ
て
、

し

か
も
ぱ

ら
つ

い

て

い

る
。

『

殉
死
録
』

に

よ

れ
ば

、

三

斎
の

時
に

は
、

五

人
の

う
ち
三

人

（

蕉

た

は

四
人
）

は

初
七
日

ま
で

に

殉
死
し

て

お

り、

光
尚
の

時
に

は
、

十
一

人
中
七

人

が
ご

日

後
に

同
時
に

同
じ

寺
で

切
腹
し

た
。

両
時
合
わ
せ

て

十
六

人
中

、

十

八

日

以
上

経
っ

て

殉
死
し

た

五

人
に

つ

い

て

は
、

主

君
の

死
に

場

所

と
遠
く
離
れ

て

い

た
た

め、

家
老
に

と
め

ら
れ
た

た

め
、

残
務
を

す
ま

せ

た

た
め

と
い

う

余

儀
な
い

理
由
が

あ
っ

た
。

　

殉
死
は
、

ふ

つ

う
、

「

御
中
陰
」

（

四

十
九
日
）

〈

阿

部
茶
事
談
〉

や

「

中
陰

分

果
の

日
」

バ

初

稿
「

阿

部
一

族
」

）

が
、

「

殉
死
を

す
る

人

達
の

冥

途
に

旅
立

つ

当
日
で

あ
る

。

」

と

決
ま
っ

て

い

た

の

で

は

な

く
、

障
害
さ
え
な

け
れ
ぽ

、

す
ぐ
に

追
腹
す
る

も
の

で

あ
っ

た

ら
し

い
。

そ
れ
は

、

　

○
早

速

御

供
の

覚
悟
に

候
段

、

御
家

老
中
聞

付
、

　
（

中

略
）

差

留
（

右
田
）

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
〈

忠
利
家
譜
V

　
O
早
速

切
腹
仕
候

覚
悟
に

て
、

憤

書
等

も
相
腮

候
処

、

…

御
家
老

中
よ

り
色
々

　
留
候

事
に

付
、

段
々

延

引

（

光
尚
に

殉
死
し

た

遠

坂
）

〈

殉
死

録
〉

の

各
文
に

も

窺
わ

れ
る

。

一

般
的
に

も
、

　
○
そ

の

君
長
の

死

を
見

ば
、

立

う

に

即
ち

心

乱
れ
狂

を

発
し

、

踵

を
旋
ら

さ

　
ず
し

て

そ
の

難
に

赴
き

、

た

だ

死

を

以
て

義
と
な

し
、

復
た

そ
の

当
否
を

問

　
は

ず
。

〈

赤
穂
四

十
六．
士

論
V

　

O
恩
う
け
し

主

に

お

く
る

る

時
は
、

悲

哀
に

た
へ

ず
、

や

が
て

自
殺
す
る

こ

　
と

な．
り

。

是
を

世
に

追
ひ

腹
と
い

ふ
。

〈
殉
死

考
V

と
い

う

風
に

、

す
ぐ
あ
と
を

追
っ

て

追
腹
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　

と
こ

ろ

が
、

忠
利
の

時
に

は
、

二

十
一

人
の

志
願
者
申

、

即
日
に
一

人
殉
死

し

て
、

そ

れ
か

ら
一

ヵ

月
間
殉
死
者
が
な

く
、

一

カ

月
目
に
一

人
、

三

十
九
日

後
に

は

入

人
が

殉
死
し

、

そ
の

後
も
ぼ
つ

ぼ
つ

殉
死
し

、

二

人
は

殉
死
を
思
い

と

ど

ま
っ

て

い

る
b

こ

れ
は

何
を
語
る
か

。

．

最
後
の

殉
死
者
と

自
称
す
る

田

中
意
徳
の

「

末
期
差
上
候
願
書
」

〈

忠
利

家

譜
V
は

、

三
カ

月

余
に

わ
た
る

十

九
人
の

殉
死
の

経

緯
を

あ
ら
ま

し

語
る

も
の

で

あ
る

。

　

○
今

度
、

私
共、

御
供
可
〆

仕
、

存
立

候
処

、

御
老

中
よ

り
、

　一

応

被
レ

得
二

　

御
諚
尸
候
迄
は

、

相

待
候

様
に

と

被
二

仰

渡
肉

何
も
一

同

得
二

其
意
→

相
待

候

　

き
。

然
処、

為
二

名

代
→

堀

平
左

衛

門
被
レ

下
、

御
下

国
迄
は

相
待

候
様
に

と

　

被
二

仰

渡帥

候
を

承
、

相
残

者
共
は

、

如

何
に

存

候
哉

、

早

先
立

申

候
俘

私

儀

　

は
、

御
老

中
御
留
候

時
相

待
候
以

上

は、

今
又

御
諚
を

相

背

候
段

、

道
に

違

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

ば
か

り

　

候
と

、

偏
に

奉
レ

存
に

付
、

私

斗
は

、

御
下

国

を

奉
二

待
請一

候
。

因
F

鉉、
　一

　

昨
十

七
日

の

御
命
日

を

幸
と

存
立

候
処、
　
又
一

昨

目

被
レ

為
二

仰
留一
候

。

其

　

節
は
、

乍
レ

憚
、

御
請
難
二

申
上冖

候
え
共

、・

此

時
御

請
申
上

候
は

ね

ば
、

最

　

前
守

御
諚
を

立
候

と

存

寄
候
処

、

徒
に

罷
成
候

と

存
知

、

昨
日

も
又

、

御
諚
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次
第
と

御
請

申
上
候

。

弥

其
旨
を

相
守

、

今
少
も

相
延
申

度
候
へ

ど
も

、

さ

　

候
へ

ば
、

妙
解

院
様

え
奉
二

存
寄
一

候
の

処
、

　

何
に

も

難
ソ

替
存
候
に

付
、

・

則

　

只

今
存
立

、

切
腹

仕
候

。

（

6
月
19
日

付
）

　

こ

れ
に

他
史
料
で

補
足
し

な
が

ら
、

殉
死
事
件
の

な
り
ゆ

き
を
詳
し
く

追
っ

て

み

よ

う
。

　

ま

ず
、

全
体
に

殉
死
が

遅
れ
た
の

は
、

家
老
の

待
機
命
令
に
一

同
服
し
た

た

め

だ

と
わ
か

る
。

名
代
堀
の

下
国
よ

り

ず
っ

と

前
に

切
腹
し
た

者
が
二

人
い

る

が
、

こ

れ
は

二

人

と
も

家
老
の

命
令
に

背
い

た
か

、

あ
る
い

は
、

太
田
が

忠
利

死
去
と

同
日
に

切
腹
し

た

の

で
、

家
老
が

驚
い

て
一

同
に

待
機
命
令
を
出
し

、

初
命
日
に

死
ん
だ

内
藤
は

そ
れ
に

背
い

た

か
で

あ
ろ

う
。

太
田
が

十
八
歳、
’

内

藤
が

十

七
歳、

い

ず
れ

も
近
習
だ

か

ら
、

若
者
の
一

途
さ
・

血

気
を

思
わ
せ

る
。

因
み

に
馬

『

阿
部
茶
事
談
』

の

「

茶
話
日
」

に

は
、

内
藤
が
切
腹
の

直
前

「

此

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
ド
　　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　
　

ぴ

中
、

心

遣
に

、

草
臥
た
り

。

」

と

言
っ

て

昼
寝
し

た

と
語
り
伝
え
て

い

る
が

、

こ

の

「

心
遣
」

や

「

草
臥
」

と
は

、

一

か

月
間
の

家
老
の

制
止

と
の

や
り
と

り

を

反
映
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

制
止
に

背
く
切
腹
で

あ
る

た
め

、

遺
族
の

こ

と

も
心

配
だ
っ

た

も
の

と

思
わ

れ
る

。

家
老
の

制
止
が

、

三

十

九

日

も
の

長
い

間
、

比
較
的
よ

く
守
ら
れ

な
の

は
、 、

「

留
申
に

て

は

無
レ

之
、

於
二

江
戸一

光
利
君

被
レ

遊
二

御
聞［
候
迄

、

待
候
様
に
」

（

寺
本
）

〈

忠
利
家
譜
〉

と
い

う

と
め

方
が

功
を

奏
し

た

の

で

あ
ろ

う
。・

殉
死
志
願
老
と
し

て

は
、

と
め

ら
れ
る
の

で

さ
え

な
け

れ

ば
、

光
尚
に

公
認
さ
れ
た

殉
死
が
い

い

に

決
ま
っ

て

い

る
。

こ

の

と
め

方
は

し

か

し
、

殉
死
志
願
者
の

光
尚
へ

の

期
待
と

な
る

。

　

さ
て

、

そ
の

光
尚
は

、

　

○
廿

五

日
、

遠

州
浜
松
に

て
、

御
逝
去
の

段

被「晒
欄
召
「

甚
御
仰
天

御
愁

傷
、

　

も
は

や

御
下

国

被
ノ

成
間
敷

思
召
候
処

、

興．
長
州
よ

り
言

上
の

趣

も

符
合
い

　

た

し

候

間
、

御
引
返
し

、

江
戸
よ

り

堀

平
左

衛
門
被
二

差
下
州

尊
骸
御
火
葬

　

可
レ

仕
旨

、

被
二

仰
下一

候
に

付
、

四
月
廿

八

日

（

中

略
）

御
火

葬
有
γ

之

候
。

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
〈
藩
譜

採
要

〉

　

○
越

中
様

御
供
可
F

仕
と
申
出

る

も
る

在
レ

之
之

由
、

共
聞

候
。

我
等
罷

下．
候

　

上
、

よ

く
承

、

其
上

に

て

可
二

申

付一

様
に

候
へ

共
、

我
等
御

暇
い

っ

可
レ

被
『

　

下

も
不
レ

存

候
。

さ

候
へ

ば
、

　
余

延
廻

候
間

、

　
我
々

江
戸
へ

着
候
上

、

急
度

　

使
者
を

差
上
せ

、

其
節
口

上
に

可
レ

被
μ

遣

候
間

、

　
そ

れ

ま
で

差

留
可
〆

申

候

　

事
。

（

3
月
29
日

出
し
、

4
月
7
日

着
、

家
老
あ
て
）

〈

光
尚
家

譜
〉

と

あ
る

。

光
尚
自
身
は

下
国
せ

ず
、

家
老
に

名
代
下
国
ま

で

待
機
命
令
を
出
さ

せ
、

次
い

で
、

名
代
堀
に

口

上

を
伝
え
さ
せ

た
。

そ
れ
ま
で

待
っ

て

い

た

の

に
、’

四

月
二

十
六

日
に

入

人
ど

め

と

切
腹
し
、

そ
の

後
も
切
腹
が

続
い

て

い

る
の

は
q

名
代
堀
が

火
葬
指
揮
の

二

十
入
日

以

龍
に

着
い

て
、

お

そ
ら
く
二

十
六
日
に

光

尚
の

口

上
を

伝
え
た

か

ら
で

あ
も

う
。

そ
の

口

上
の

内

容
が

殉
死
志
願
者
の

期

待
に

反
す
る

も
の

だ
っ

た

か

ら
、

堀
の

命
令
に

背
い

た
の

で

は
な
い

か
。

口

上

の

内
容
は

、

　

○

御
意
を

背
候
は

ば
、

跡
式

断

絶
可
レ

被
二

仰
付
一

旨
に

候
へ

共

（

橋
谷

　
4

　

月

26
日

死
）

〈
忠
利

家
譜
〉

　

○

追
腹
の

儀
無
用

可
レ

仕
旨

、

光
利
看
よ

り

被
二

仰
下
一

候
由

（

寺

本
　
4
月

　
29
日

死
）

〈

忠
利
家
譜
＞

　

　
　

　
　

　
　 −

　

○
光
利
君

江
戸

よ

り
段
々

御
懇
の

御

意
を

以
、

御

制
止

被
レ

遊
候
に

付
、

御

　

請
申
上

候
へ

ど

も

（

宗
像
兄

弟
　
5
月
2
日

死
）

〈

忠
利
家

譜
〉

　

○
光
利
君

よ

り
、幽

御
供

仕
候
よ

り
は

、

存
命
に

て

勤
上

候
儀
忠
節
と

被
二

思

　

召
上一

旨
に

て

（

田
中

　
6
月
19
日
死
）

〈

忠
利
家
譜
〉

と
い

う
も
の

で

あ
る

。

当
時
の

光
尚
は

、

基
本
的
に

追
腹
「

無
用
」

論
者
で

あ

っ

た

と
み
て

よ

い
。

そ
し
て

、

堀
め

P
上

は
、

「

御
下

国
迄
は

相
待
候
様
に
」

と
言
っ

た
だ

け
で

な

く
、

竜
っ゜
と
具
体
的
に

、

脅
し

た

り
な
だ
め

す
か

し

た

り

の

制
止
命
令
を

伝
え
た
の

で

あ
る

。

お

そ
ら
く

、

殉
死
へ

の

意
志
が

容
易
に

は

と
め

き
れ

ぬ
ほ
ど

強
い

か

ら
、

せ

め

て

光
渮
下
国
ま
で

待
て

と
言
っ

た

の

で

あ
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ろ

う
。

　
そ
れ
に

対
す
る

殉
死
者
の

反
応
は

、

　
○
御

請
不
二

申
上
嚇

切
腹

仕
候

。

（

橋
谷
）

〈

忠

利
家
譜
V

　
O
御

請
難
二

申
上
一
と
て

、・

切

腹
仕
候

。

（

寺
本
）

〈

忠
利

家
譜
V

な
ど
に

代
表
さ
れ、

中
に

は
、

宗
像
兄
弟
四
人
の

よ
う
に

、

　
○
光
利
君

（

中

略
）

御

制
止

被
レ

遊

候
に

付
、

　
御
請
申
上

候
へ

ど

も
、

　
忠
利

　
君

御

大
恩

の

程
、

い

つ

れ

も

存
生
に

難
レ

奉
レ

報、

切
腹
仕
候
へ

ば
、

光
利
君

　
御
意
を

背

申

候
。

依
ノ

之
、

兄

弟

四

人

申

談
、

兄
両

人

は

妙
解

院
様
御

供
仕
、

　
弟

両
人
は

存
命

、

光
利
君
に

御
奉
公

可
二

申
上
一
と

決
候
へ

共、

弟
共
承

引
不
〆

　
致

候
を

色
々

諭
し

候
て

〈
忠

利
家
譜

〉

ど
い

う
苦
肉
の

策
ま
で

生
じ
た

。

そ
れ
ら
が

、

先
に

見
た

よ

う
な

、

雪
崩
の

ご

と

き
切
腹
と

な
っ

た
。

堀
が

と
め

得
た

の

は
、

田
中
と

宗
像
兄
弟
の

う
ち
の

弟

両
人
の

み

で

あ
る

。

　

そ
し

て
、

い

よ

い

よ

家
督
の

済
ん

だ

光
尚
が

、

六

月
十
六

日
に

熊
本
に

入

城

す
る
く

藩

譜
採
要

V
。

田

中
は

十
七

日
の

命
日

に

殉
死
し
た

い

と
願
い

出
る

が
、

「

又
一

昨
日

被
レ

為
二

仰
留
こ

た

の

で
、

や
む

な
く

「

十
九
日

に

小

脇

差
を

腹

に

突
立
居
候
て

、

切
腹
の

御

暇
」

を
強
請
し

、

唯
一

人
光
尚
の

許
し

を

得
て

死

ん
だ
〈

忠

利
家

譜
〉

。

殉
死

無
用
論
者
の

光
尚
の

コ

御
意
L

に

完
全
に

従
っ

た

の

は、

結
局

、

宗
像
兄
弟
の

中
の

弟
両
人
だ

け
で

、

十

九

人

は

み

な

光
尚
の

「

御
意
を

背
」

い

て

切
腹
し

た

の

で

あ
る

。

も
し

、

こ

の

の

ち

光
尚
の

考
え
が

変
わ

ら
な
か

っ

た

ら、

田
中
は

よ

い

と

し

て
、

残

り
十
八
人
は

当
然

「

跡
式
断

絶
」

と
な
る

は

ず
で

あ
っ

た
。

鴎
外
の

言
う
「

犬
死
」

で

あ
る

。

光
尚
が

寛
永

二

十
年
二

月
に

建
立
し
た

妙

解
寺
に

は
、

忠
利
廟
を

中
に、

左
右
に

光
尚
廟、

忠
利
正

室
廟
が

あ
り

、

そ
れ

を
忠

利
殉
死

者
十
九
人
と

光
尚
殉
死

者
十
一

人
の

墓
と
鶴
の

墓
と
が

と
り
ま
い

て

い

る

が
、

こ

う
い

う
名
誉
も
あ
り

得
ぬ

は

ず
で

あ
っ

た
。

　
と

こ

ろ

が
、

光
尚
は

、

態
度
を
百
八

十
度
変
え
て

、

寛
永
十
八

年
の
「

七
月
」

（

橋
谷
）

、

「

入

月
」

（

内
藤
・

宗
像
兄

弟
）

〈

忠

利
家
譜
V
に

は
、

正
式
に

殉
死

と
認
め

、

相
続
を

許
し

た
。

と
は
言
っ

て

も
、

「

親
八

左
衛
門
儀

、

光
利
君
御

意
を

背、

追
腹
仕
候
に

付
、

跡
目

被
二

仰
付一
間

敷
候
得

共、

御
不

便
に

被
二

患

召
こ

（

寺

本
）

〈

忠
利

家
譜
〉

と
、

恩
き
せ

が
ま

し

く
で

は

あ
る

が
。

つ

ま

り、

原
則
か

ら
す

れ
ば

「

跡
目

被
二

仰
付一
問

敷
」

死
に

様
で

あ
っ

た
、

そ
れ
に

相

続

を

許
し

た

の

は
、

破
格
の

お

情
で

あ
る

、

あ
り
が
た

く
思
え

と
い

う
こ

と
で

あ

る
。

　
殉
死
者
の

運
命
は

、

殉
死
を
願
い

出
た
三

月
中
旬
か

ら
、

め

で

た
く

相
続
を

許
さ
れ
る

八

月
ま
で

の

半
年
間

、

ど
ち

ら
へ

こ

ろ

ぶ
か

予
断
を

許
さ
な
か
っ

た
。

当
殉
死

事
件
の

実
態
と
は

、

光
尚
の

命
令
に

背
い

て

忠
利
に

追
腹
し

て

も
、

犬

死
と
な

ら
ず
功
と
さ
れ

た
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

こ

の

ド
ラ

マ

の

主
役
は

、

忠

利

対
阿
部
弥
一

右
衛

門
で

は

な
く、

光
尚
対
忠
利
殉
死

志
願
者
二

十
一

人

だ
と

い

う
こ

と
に

な
る

。

両
者
の

長
期
に

わ

た

る

葛
藤
と

、

そ
の

終
焉
の

し

方
の

ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

の

底
に

は

何
が

あ
っ

た

の

か
。

そ
の

原
因
を

探
っ

て

み
ょ

う
。

　

光
尚
の

命
令
に

背
い

て

も
忠

利
の

お

供
を

す
る
わ

け
は

、

第
一

に
、

光
尚
と

殉
死
志
願
者
と
の

殉
死
観
の

違
い

に

あ
る

と
思
わ
れ
る

。

　

光
尚
は

、

前
述
の

よ

う
に

追
腹
「

無
用
」

論
者
で

あ
る

。

「

御
供
仕
候
よ

り

は
、

存
命
に

て

勤
上

候
儀
忠
節
」

と

考
え

る
の

は
、

彼
岸
奉
公
よ

り
此

岸
奉
公

を
役
に

立
つ

と

考
え
る

こ

と
で

あ
り▼

忠
利
個
人
へ

の

報
恩
よ

り
、

お

家
へ

の

忠
節
を

要
求
す
る

こ

と
で

あ
る

。

こ

れ
に

、

「

跡
式
断
絶
」

と
い

う

厳
し

い

制

止
を

思
い

合
わ

せ

れ

ば
、

積
極
的
に

は

殉
死
を

不
忠
と
考
え
て

い

る
こ

と
に

な

る
。

こ

れ
は

、

徳
川
家
康
の

殉
死

観、

　

○
其
節

江
戸
老

中
よ

り

上
意
を

以
、．

急

度
御
差
留
可
〆

被
〆

遊
義
也

。

（

中
略
）

　

此

殉
死

と

云

事
は
、

古
来
よ

り

有
義
な
れ

共
、

　
何
の

用
に

も
不
財

立

義
也

。’

　

夫
程
に

主
人

の

義
を
大

切
に

思
ふ

な

ら

ば
、

い

よ

い

よ

身

命
を
な

げ

う
ち

、
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能
奉
公

い

た

し
、

若
、

自
然
の

義
も
有
〆

之
節
は

、

肝
要
の

用
に

立

て

相

果
可
F

　

申

と

の

心
が

け
有
て

こ

そ
尤
の

義
な

る

を
、

何
の

用
に

も

た

た

ぬ

追
腹
を

切

　

て

死
ぬ

る

と
あ
る

は

犬

死
乏
云

ふ

も
の

也
。

畢
竟，
は

主

人

が

う
つ

け
故
の

義

　

也

ぞ
。

〈

駿
河

土

産
〉

を
は

じ

め

と
し

て
、

殉
死

を
「

不

義
無
益
」

〈

武
家

諸
法
度
V

、

「

徒
死
」

〈

赤

穂
四

十
六

士

論
V

、

「

孟

子
の

い

へ

る

不

義
の

義
」

〈

士

道
要
論
V
な
ど
と

す
る

、

支
配
者
の

功
利
主

義
か

ら
考
案
さ

れ
た
近

世
士

道
の

殉
死

観
と

同
じ

立
場
に

立

っ

て

い

る
。

そ
れ

が、

光
尚
の

儒
学
の

教

養
か

ら
出
た

信
条
で

あ
っ

た

か
、

幕

府
へ

の

追
従
で

あ
っ

た

か
、

あ
る

い

は

家
臣

支
配
上
の

か

け

引
き
で

あ
っ

た

か

は
、

不

明
で

あ
る

。

　

そ
れ
に

対
し

て
、

殉
死

志
願
者
の

方
は

、

「

忠
利
君

御
大
恩
の

程
、

い

つ

れ

も
存
生
に

難
k

奉
レ

報
」

（

宗

像
兄
弟
）

〈

忠
利

家
譜
〉

、

「

妙
解
院
様
え

奉
二

存
寄一

候
の

処
、

何
に

も
難
レ

替
存
候
」

（

田
中
）

〈
忠

利
家
譜
〉
、

「

泉
下
の

尊
君
に

仕

へ

奉
る
」

（

内
藤
）

〈

忠
利

家
譜
V
の

ご

と
く

、

此
岸
奉
公
よ

り

彼
岸
奉
公
を

厚

い

報
思
と

考
え
て

い

る
。

そ
れ
は

、

忠
利

個
人
か

ら
受
け
た

大
恩
は
、

代
々

の

主
君
に

奉
公
し

て

も
報
恩
に

は

な

ら
ず

、

忠
利
個
人
に

報
い

る
ぺ

き
も
の

だ

と

考

逸
る

か

ら
で

あ
る

。’

忠
利
の

恩
へ

の

感
激
は
、

光
尚
へ

の

不

忠
に

も
、

自
分

の

命
に

も
、

「

跡
式
断
絶
」

に

よ

る

妻
子
眷
属
の

困
窮
に

も
、

「

何
に

も
難
レ

替
」

い

も
の

と

考
え
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

こ

に

は
、

主

家
の

優

待

を

ね

ら
っ

た

「

商
腹
」

〈

明
良

洪
範
〉

の

余
地
は

な
く

、

譜
代
の

先
祖
た

ち

の

討
死
に

負
け

な
い

よ

う
に

せ

め
て

殉
死

す
る

と
い

う

「

義
腹
」

〈

明

良
洪
範
〉

も
な
い

。

言

う
な

ら
ば、

「

情
腹
」

と
で

も
言
う
べ

き
動
機
が

共
通
し
て

い

る
。

こ

う
い

う

主
従
関
係
の

原
理

、

す
な

わ
ち、

筋
目
よ

り

も
個
人
の

恩
義
を

行
動
原
理

と

す

る
主

従
関
係
は

、

織
豊
時
代
に

最
隆
盛
の

戦
国
武
士

道
の

遺
風
で

あ
る

。’

光
尚

と

殉
死
志
願
者
と
の

、，
新
旧
の

意
識
は

、

ま
っ

こ

う
か

ら
対
立
し

て

い

る
。

「

光

利
君
御
意
を
奉
レ

背
儀
に

候
へ

ど

も
、

御
請
難
二

申
上一

と
て
、

切

腹

仕
候

。

」

（

寺
本
そ

の

他
多

勢
）

〈

忠
利
家
譜
〉

と
い

う
こ

と
に

な

ら
ざ
る
を

得
な
い

の

で

あ
る

。

　

だ
が
、

殉
死
観
が

階
級
的
に

対
立
し

て

い

て

も
、、

忠
利
が

家
康
そ
の゚

他
の

よ

う
に

、

生

前
全
家
中
に

殉
死
を

禁
令
し
て

い

れ
ぽ

、

十
九

人
も
が

そ
れ
に

背
き

は

し

な

か
っ

た

だ
ろ
う
。

そ
こ

で
、

第
二

に

は
、

制
止
者
が

大
恩
あ
る

忠
利
で

な
く

、

恩
の

な
い

光
尚
だ

か

ら
背
い

た

と
い

う
こ

と
が

考
え

ら
れ
る

。

　

殉
死
者
に

と
っ

て
、

忠
利
の

恩
と
は

、

父
祖
浪
入
の

辛
酸
を

な
め

て

い

る

と

こ

ろ
を

忠
利
に

召
し

出

さ
れ

、

一

族
郎
等
の

命
を
つ

な

ぐ
こ

と
が
で

き
た
こ

と

で

あ
り

（

太
田
・

橋
谷
・

野
田
・

本
庄

・

右
田
・

田
中
・

津

崎
・

伊
藤
・
原
田
）

、

百

姓
か

ら
召
し

出
さ
れ
た

り
（

林
）

、

子
や
弟
と

も
ど
も
加

増

さ

れ
た

こ

と
で

あ
り

（

大
塚
・

寺

本
）

、

あ
る

場

合
は

、

二

命
を
助
け

ら
れ
」

た

こ

と
で

あ
り

（

大
塚
・

寺
本
・

宗
像

兄
弟
）

、

ま

た
、

料
理

武
具

金
銭
衣

服
な
ど
を

御
前
で

も
ら
っ

た

こ

と
で

あ
り

（

大
塚
・

野
田
・

寺

本
・

太
田
・

右
田
・

林
）

、

宅
へ

腰
か

け
て

い

た
だ
い

た

り
、

御
前
で

懇
ろ
の

こ

と
ば
を
か

け

ら
れ
た

り
、

膝
を

枕
に

さ

れ
た
こ

と
で

あ
っ

た

（

橋

谷
・

内

藤
・

野
田
・

本
庄
・

林
・

宮
永
・

右

田
・

寺

本
・

宗

像
・

田

中
・

津
崎
）

〈

忠
利

家
譜
〉

。

　

そ
れ
に

対
し
て

、

光
尚
に

は

だ

れ
も
具
体
的
な

恩
を

受
け
て

な
い

。・

な
ぜ

な

ら
、

光
尚
は

「

証
人
」

（

人
質
）

と
七

て

江
戸
で

育
ち

、

寛
永
十
六

年
隔

光
利

君
初
て

御
下
国
の

御
暇
給
は

り
、

（

中

略
）

尤
、

　一

昨
冬
天

草
一

件
に

付、

俄

に

御
下
国
有
レ

之
、

御
規
式
も
無
・

之
、

此
節
被
レ

改
、

（

中

略
）

有
馬

御
凱
陳
井

御
入
国
を

祝
し
」

〈

藩
譜

採
要
〉

の

ご

と
く

、

接
触
の

機
会
が

き
わ

め

て

少
な

か
っ

た
か

ら
で

あ
る

。

光
尚
は

、

先
代
の

嫡
子
と
い

う
筋
目
で

は

あ
っ

て

も
、

ま

だ
恩
義
の

な
い

主

君
で

あ
る

。

　

そ
し
て

、

筋
目
よ
り

も
恩
の

厚
薄
が

命
令
へ

の

服
従
と
拒
否
乏
を
決
定
し
た

こ

と
は

、

次
の

例
に

も
窺
わ

れ
る

。

　

○
因

幡
儀
は

、

ー

先
祖

以
来、

松

野
半
斎
方

え
疎
意
不
μ

存
訳
の

者
ゆ、
へ

、

御
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供
の

儀
存
と

ま

り

候

様
、

半

斎
手

前
よ

り

可
二

申
聞
一
旨

、

御
家
老
中
よ

り゚
内

　
意
の

由
に

て
、

因
幡
を

半

斎
宅
に

呼、

色
々

申

聞
候
得

共
、

御
厚
恩

の

儀
に

　
御

座
候
ら
へ

ば

御
供

存
立

候、

と
ま

り

候
儀
成
二

不

申
一
段

申
候
て
、

罷

帰
候

。

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
〈
忠

利
家
譜
V

　
松
野
半
斎
は

大

友
宗
麟
の

子
で

あ
る

〈
付
録
〉

。

右
田
は

そ
の

大
友
氏
譜
代

の

臣
で

、

大
友
氏

滅
亡

後
浪
人
し

、

忠
利
に

召
し

出
さ

れ
た
く

忠

利
家
譜
V

。

二

君
に

仕
え
た

彼
は

、

そ
こ

で
、

先
祖
代
々

義
理

あ
る

主
筋
の

命
令
を
ば

拒
否

し
、

厚
恩
あ
る

忠
利
に

報
恩
し
た
の

で

あ
る
。

　

全
国
的
に

も
、

筋
目
よ

り
個
人

的
恩

義
を

行
動
原
理
と

す
る

気
風
は

続
い

て

い

た
。

た

と
え
ば

、

三

年
余
り

前
の

島
原

出
陣
で
、

九
州
の

武
士
が

幕
府
上
使

の

命
令
に

従
わ

な
い

こ

と
に

対
す
る、

大
久
保
彦
左
衛
門
の

意
見
を

見
よ

う
。

　

○
心
を
一

つ

に

し

て
、

箇
様
に

大
勢

能
地
に

取
込

む

る

上
は

、

中
々

、

内
膳

　
・

十
蔵…
如

き
小

身
者

、

人
の

者
を

召

使
候
て

は
、

下

知
に

付
が

た

く
、

我
主

　
さ

へ

悪
き
主
に

は

付
が

た

し
。

況
ん

や

人

の

も
の

を

や
。

〈

明
訓
一

斑

抄
V

こ

れ
は

、

当
時
の

武
士

の

気
風
が
、

上

使
と
い

う

名
目
上
の

権
威
だ
け
で

は
、

．

小
身
者
が

陪
臣
を

命
令
に

従
わ
せ

る

こ

と
が
で

き
ず、

ま

た
、

筋
目
の

主

君
で

も
、

支
配
者
と
し
て

不

器
量
で

は

命
令
に

従
わ

せ

る
こ

と

が

で

き
な
い

も
の

で

あ
っ

た
こ

と
を

語
る

も
の

で

あ
る

。

　

光
尚
は

、

そ
う
い

う

領
国
の

家
臣
の

戦
国
的
気
風
に

対
し

て
、

認
識
不

足
で

あ
っ

た
。

忠
利
に

な
つ

い

て

い

る

家
中
は

、

光
尚
に

と
っ

て
、

ま

だ
「

人
の

者
」

で

あ
る

。

当
時
四
百
石

取
り
く

付

録
V
の

堀
を
名
代
と
し

た
の

も
、

重
任
の

割

に

は

「

小
身
者
」

で

あ
る
か

ら
、

島
原
の

乱
の

上

使
の

人

選
の

誤
り

と
同

様
、

光
尚
の

人
選
の

誤
り
で

あ
る

。

こ

れ
で

は
、

忠
利
寵
臣
団

を
支
配
す
る
こ

と
は

で

ぎ
な
い

。

光
尚
が

殉
死
を

制
止

す
る

た

め

に

は
、

何
よ

り
も
ま

ず
、

彼
自
身

は

ま
だ

殉
死
志
願
者
に

恩
を

与
え
て

い

な
い

こ

と
を

、

強
く
認

識
す
べ

き
で

あ

っ

た
。

　
そ
こ

で

第
三

に
、

殉
死

制
止
の

し

か

た
は
、

大
局
的
に

は
、

代
替
り
に

お

け

る

家

臣
団
の

再
編
成
の

成
否
に

関
っ

て

く
る

も
の

だ

と
考
え
ら

れ
る

。

　

江
戸
初
期
の

代
替
り
は、

後
世

、

幕
藩
組
織
が

完
成
し

て
、

主
君
個
人
の

器

量
な
く
し
て

支
配
で

き
る

時
代
と
は

違
っ

て
、

器
量
あ
る

先
代
を
慕
い

、

劣
れ

る

嗣
子
に

な

つ

か

な
い

傾
向
が

、

織
豊
時
代
か

ら
続
い

て

い

た
。

そ
れ
は

、

　

○
其
方

（

黒
田

長
政
）

を
、

’
我
等

（

如
水
）

程
に

、

家
中
の

者
思
ひ

不
レ

什…
、

　
い

つ

ま

で

も
我

等
世
に

あ

れ
か

し

と
思
ふ

。

〈

古
老

茶
話
V

　

O
慶
長
十

九

年、

黒
田

孝
隆
入

道

如
水

、

病
重
く

成
て
（

子

の

甲

斐
守
を
よ

　
び

、

（

中

略
）

今
我

死
ぼ

、

我
士

は
い

ふ

に

や

及

ぶ
。

汝
が

士

大
将
よ

り

士幽

　
に

至

る

ま

で
、

悲
み

な

げ
く
べ

し
。

汝

死
し

て

我
な
が

ら
へ

た

ら

ば
、

誠
に

　

大
な

る

さ

か

し

ま
ご

と

な

れ
ど

兆
「、

如

水
お

は
し

ま

す
と

て
、

カ
を

お

と

す

　

士

有
る

べ

か

ら
ず

。

是
、

人

の

な

つ

ぎ

従
ひ

て
、

我
に

服
す
る

事
、

汝
に

勝

　

る

其
一

つ

な

り
。

〈

常

山

紀
談
V

　

O
加
藤
肥

後
守
忠
広

、

或
夜
物
語
に

、

吾
は

大
力

あ
り

か

し

と
思
ふ

也
。

・
重

　

　
よ

う

ひ

　

ぎ
甲
二

領
重
ね
て

軍
に

出
ば
、

恐
る

る

こ

と

あ
ら
じ

と
云

れ
し

を
、

飯
田

角

　

兵
衛
つ

く
づ

く
と

聞
ぎ、

先
殿
（

清
正
）

物
具
一

領
に

て

数
十

度
の

戦
に

終

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
マ
マ

　

に

手
負
せ

候
は

ず
。

（

中
略
）

国
中
の

民
を

撫

育
し
、

諸
子

よ

く
な

つ

き

従

　

ふ

時
は

、

（

中
略
）

三

軍
の

着
た
る

物
具
は

喧

皆
大

将
の
一

身
に

重
ね

着
た

　

る

と

同

じ

事
に

候
。

（

中
略
）

臣
は

力
を

好
ま

せ

給
ふ

事
然
る
べ

し

と
も

存

　

じ

候
は

ず
と

申
て

退
出
し

け
る

時
、

先
殿
に

は

い

か

で

か

く
ま

で

お

と

り

給

　
へ

る

と
て

、

声
を

あ
げ
て

泣
け

る

と
そ

。

〈

常
山

紀
談
〉
（

寛
永
9
年
忠
広

改

　

易
、

細

川
忠
利
肥

後
拝

領
）

な
ど
の

諸
文
に

窺
わ

れ
る

。

そ

う
い

う
、

代
替
り
が
ス

ム

ー

ズ

に

い

か

な
い

時

代
に
、

た

と
え
ば

、

「
池
田

利
隆
の

殉
死
の

制
止
の

し

か

た
は

、・

先
代
家

臣
団
を

当
代
家
臣

団
に

組
み

替
え
る

に

あ
た

っ

て
、

戦
国
的
気
風
を
の

み

こ

ん

だ
、

心

に

く
い

留
め

方
で

あ
っ

た
。

少
し

長
い

が

引
用
す
る

。
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○
国

清
公

（

池

田
輝

政
）

世
を

下

ら
せ

給
ふ

時
（

慶
長

十
八

年
）

、

（

中

略
）

　

さ

も
あ
る
べ

き

事
な

り
。

さ

れ

ど

も
、

我
、

士

の

主

に

は

成
が

た

き
を
見

す

　
て

て
、

先
代
の

供
を

し

た

ら

ん

に

は
、

人

々

思
ふ

様

も
、

玄
札
は

先
殿
の

志

　

を

も
知
り

、

寵
愛
に

遇
た

る

身
の

、

よ

く
よ

く

今
の

嗣
は

劣
り

果
た

る

故
、

　

供
し

て

死
し

た

る

な

ら
ん

と

い

は

ん

に

は
、

今
ま

で

の

士
、

　一

人

も

我

に

心

　

服

す
る

者
あ

ら
じ

。

我
は

独
夫

と
成
り

は

て

ん

事
自
前
な

り
。

我
を

独
夫
に

　
し

な
し

て
、

そ

れ
を

忠
と

も

義
と

も

思
ひ

な

ん

に

は
、

と
く
死

し

て

御
ん

供

　

申
べ

し
。

強
て

我
お

し

留
む
べ

き
や

。

我
は

汝
が

死

す
る

に

依
て

、

士

の

主

　
に

は

成
る

事
あ

た

は

じ
。

只

と
く
死

ね
よ

と

仰

ら
れ

け
れ

ば
、

玄

札
涙
を

流

　
し

、

存
じ

よ

ら

ぬ

事
を

承
り

、

誠

に

進
退

究
り

候
と

申
し
、

（

中
略
）

玄

札

　

と
か

く
い

は

で
、

暫
あ
り

け
る

が
、

仰
の

趣
承

り
候
ひ

ぬ
。

士

ほ
ど
の

者
が

、

　

刀
を

腹
に

突
た

て

な
が

ら
、

さ

て

止
べ

き
に

は

候
は

ね

ど

も
、

只

今
の

御
ん

　

詞
に

よ

り

て
、

恥
を

し

の

び

て
、

人

に

後

指
を

さ
さ

れ

候
と

も
、

な

が

ら
へ

　
罷

在
べ

し

と

申

け
れ
ば

、

さ

て

は

我
、

士

の

主

な
る

事
を

得
た

り
。

汝
が

忠

　
義
比

類
あ
る
べ

か

ら
ず

。

よ

く
い

た

は

り
て

と

仰
せ

ら
れ

、

内
に

入

ら

せ

給

　
ひ

け
り
。

〈

常
山

紀
談
V
（

〈

明
良
洪

範
V
も
ほ

ぼ

同
文
）

こ

れ
は

、

先
代
と
自
分
と

の

個
人

的
関
係
し

か

念
頭
に

な
い

殉
死
志
願
者
に

対

し

て
、

よ

り
広
い

視
野
か

ら
、

嗣
子
が
先
代
の

家
臣
団
を
心

服
さ
せ

得
る

か

否

か

は
、

お

前
の

進
退
一

つ

に

か
か
っ

て

い

る

の

だ
と
い

う、

戦
国
的
名
誉
心
を

く
す
ぐ
る

殺
し

文
句
で

制
止
し

た

例
で

あ
る

。

こ

う
い

う
種
類
の
「

御
ん

詞
」

を

最
も
有
効
に

駆
使
し

た
の

は

戦
国
武
将
で

、

そ
の

二

代
目

、

三

代
目
と
下
る
に

従
っ

て
、

人
心
収
攬
術
は

下
手
に

な
る
。

そ
れ
は

、

家
臣
側
か
ら

見
れ
ば

、

今

の

嗣
子
は

先
殿
に

劣
る
と
い

う
批
判
に

な
り

、

家
臣
団
は

心
服
し

な
い

こ

と
に

な
る

。

光
尚
の

制
止
の

し
か

た

は
、

自
身
下
国
し
て

、

あ
り

が

た
い
「

御
ん

詞
」

を

か

け
な
か
っ

た

た
め

に
、

代
替
り
に

お

け
る

家
臣
団
再
編
成
に

失
敗
し
た

も

の

と
言
え

る
。

そ
れ
は

、

光
尚
の

世
代
的
限
界
に

よ

る

も
の

で

も
あ
る

。

　

第
四
に

考
え
合
わ
せ

ら
れ
る

の

は
、

家
中
の

世
論
が

殉
死
賞
讃
の

雰
囲

気
に

あ
っ

た
こ

と

で

あ
る
ρ

　

○

御
侍
中
追
々

殉
死
相

願
、

御

免
御

座
候
え
共

、

勝
左

衛
門

儀
一

番
に

て

候

　

よ

し
。

（

宮

永
）

〈

忠
利

家
譜
V

　

O
此

人
へ

殉
死

を

致
さ

ず
と

云

ふ

て
、

其
家
中
あ
し

く

云
け
る

も
多
か

り
し

　

も
の

な

り
。

（

加
身

山

権
左

衛

門
。

忠
利
に

百

石

で

召
し

出
さ

れ
、

　
度
々

加

　

増
、

寛
永
十
七
年

都
合
三

千

石
。

〈

付

録
V
）

〈

山

鹿

語
類
V

さ
ら
に

、

『

阿

部
茶
事
談
』

も

そ
の
一

般
的
雰
囲
気
を
伝
え
て

い

る
と

す
れ
ば

、

　

○
潔
く
殉

死

し

て
、

泉
下

に

奉
げ

報
、

御
高
恩
君

臣
の

義
を

全

す
。

　

〇
五

助
が

辞

世
と
て

、

其
頃
人

の

取
は

や

し

け
る

歌
に
、

家

老
衆
の

と

ま

れ

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
マ
マ
　　

　

と

ま
れ
と

お

し

や
れ
ど

も
と

め

て

留
ら
ぬ

此

五

介
か

な
（

「

茶

話
日
」
）

　

○
い

か

に

御

免
な
き
と

て

も
、

　一

途
に

御
供
と

存
極
る

殉
死

な

ら
ば

、

腹
を

　

切
べ

き
に

、

　
（

中
略
）

な

ど
、

悪
口

の

み

評
判
し

て
、

狂
歌

落
書
な
ど

と

人

　
の

口

に

乗
け
れ

ば

な
ど
の

例
が
あ
る

。

閉
鎖
的

共
同

体
の

中
で

の

集
団
心

理
か

ら

言
っ

て
、

こ

の

雰
囲
気
は

、

光
尚
に

背
い

て

も
殉
死

す
る

要
因
に

な
っ

た

で

あ
ろ

う
。

ま

た
、

光
尚
と
し

て

は
、

下
国
し

て

み
れ
ば

、

家
督
後
初
め

て

の

命
令
は

背
か

れ、

家

中

全
体
が

「

抜
駈
」

の

殉
死
賞
讃
の

雰
囲
気
に

あ
っ

た

と
な
る

と
、

譲
歩
し

な

け
れ
ば

今
後
の

政
治
が

し

に

く
い

。

そ
こ

で
、

「

光
貞
君
御
事
は

、

　
い

ま
だ

御

若
年
に

被
レ

為
レ

在
候
間

、

万

事
心
を

付
、

補
佐
致
候
様

。

（

中

略
）

殉
死
奉
レ

願

候
面
々

の

儀
も

、

重
々

の

御
意
有
レ

之
候
」

〈

藩
譜
採

要
V
と

あ
る

忠
利
の

遺
言

に

よ

る
家
老
の

補
佐
も
あ
っ

て
、

た

て

前
と
し
て

、

光
尚
が

「

御
不

便
」

を
か

け
ら
れ
る
が

故
に

相
続
を

許
す
の

だ
と
い

う
こ

と
に

し
て
、

離
れ
か

け
た
人
心

を
掌
握
し

よ

う
と
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
。

　
以
上

、

当
殉
死
事
件
は

、

忠
利
寵
臣
団

（

旧

思
想
の

勢
力
）

と

嗣

子

光

尚

（

新
思
想
の

勢
力
）

と
の

力
関
係
に

よ

っ

て

長
び

き
、．

家
中
の

世
論
の
バ

ッ

ク

N 工工
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ア

ッ

プ

も
あ
っ

て
、

光
尚
の

譲
歩
と
い

う
形
で

け

り
が
つ

い

た

事
件
だ
と
ま

と

め

る

こ

と
が
で

き
る。

歴
史
的
に

は
、

江

戸
初
期
の

代
替
り
に

お

け
る

、

家
臣

団
再
編
成
の
一

形

態
と
し

て
、

位
置
づ

け

ら
れ
る

。

先
に

政
治

的
事
件
と
言
っ

た

ゆ
え
ん

で

あ
る

。

三

　
「

阿
部
一

族
」

前
半
の

特
質
と

問
題
点

　
右
に

考
証
し

た

殉
死
事
件
と

、

鴎
外
「

阿

部
一

族
」

の

前
半
殉

死
部
分
と

は、

全
体
的
印
象
の

違
い

か

ら

言
え
ば

、

歴
史
が

動
的
で

あ
る
の

に

対
し

作
品
は

静

的
で

あ
り

、

歴
史
が

社
会
的
・

政
治
的
で

あ
る

の

に

対
し

作
品
は

個
人
的
．

心

理
的
で

あ
る
と

言
え
る

。

作
品

「

阿

部
一

族
」

の

そ
う
い

う
特
徴
の

原
因
を

、

要
素
に

分
け
て

み
る

な
ら

、

次
の

三

点
に

代
表
さ

れ

る
だ
ろ

う。

　
第
一

に

は、

時
代
の

特
殊
性
を

写
し
て

い

な
い

こ

と
が

あ
げ
ら
れ

る。

歴

史

上
の

江
戸
初
期
の

社
会
状
況
は

、

残
存
す
る
戦
国
的
気
風

と
治
国
的
支
配
法
と

が
、

階
級
的
に

二

重
構
造
を

な
し

て
、

せ

め

ぎ
合
っ

て

い

た
。

と

こ

ろ

が
、

鴎

外
は

そ

う
い

う
過

渡
期
特
有
の

動
的
な

社
会
状
況
を、

時
代
背
景
と
し
て

と

り

入

れ
て

い

な
い

。

殉
死
の

「

掟
」

に

代
表
さ
れ
る

よ

う
に

、

自
然
に

で

ぎ
て

い

る

掟
を

動
か

し

得
な
い

時
代
だ

と
し

て

設
定
し

て

い

る
。

　

第
二

に

は
、

政
治
性
の

排
除
が

あ
げ
ら
れ
る

。

歴
史
上
は、

代
替
り

に

は

軋

轢
が
あ
っ

て
、

光
尚
と

忠
利
寵
臣
団
と
の

政
治
的
力

関
係
が、

殉
死
の

制
止
と

背
命
と
い

う
形
で

、

端
的
に

あ
ら
わ

れ
た

。

と
こ

ろ

が
、

鴎
外
は
、

改
稿
に

際

し

て
、

『

殉
死

録
』

で
、

光
尚
介
入
に

よ

る

制
止
と

背
命
の

紛
糾
の

記
事
を

見

た
に

も
か

か

わ

ら
ず

、

そ
れ
を

削
っ

て
、

初
稿
の

忠
利
と

そ
の

寵

臣
と
の

関
係

だ

け
を

護
持
し

た

の

で

あ
る
。

忠
利
と

そ
の

寵
臣
と
の

関
係
な
ら

、

な
る

ほ

ど
、

「

足
を

戴
」

い

て

涙
な

が
ら
に

願
い

出
る

者
に

対
し

、

「

勢
巳

む

こ

と

を

得
」

ず
許
し

た
と
い

う、

個
人

的
・

心
理

的
要
因
で

お

さ

ま

る
。

光
尚
と
い

う

異
質

者
が

介
入

す
れ
ぽ

、

そ

れ
だ
け
で

は

お

さ
ま

ら
な
い

。

個
人
的
・

心

理
的
原
因

以

前
に

、

ま

ず
全

員
が

共
通
に

、

時
代
の

社
会
的
・

政
治

的
原
因
に

さ
ら
さ

れ

る
。

鴎
外
は、

『

殉
死
録
』

か

ら

帰
納
し

て
、

初
稿
と

は

別
の

テ

L
マ

の

下
に

再
構
成
す
る

と
い

う
実
証
的
方
法
は

と

ら

な
か
っ

た
。

も
し

そ
う
し

た

な
ら

、

殉
死
事
件
だ
け
で

も、

一

篇
の

政
治
小
説
に

な
り

得
た

で

あ
ろ

う
。

鴎
外
は

、

政
治
の

力
学
を

作
品
か

ら
排

除
し

、

心
理

小
説
を

守
っ

た

の

で

あ
る

。

　
第
三

に

は
、

時
間
が

止

ま
っ

て

い

る

こ

と
が

あ
げ
ら
れ

る
。

歴

史
上
は

、

殉

死
の

願
い

出
か

ら

相
続
を

許

さ
れ
る

ま
で

の

半
年
間
揺
れ

に

揺
れ

、

細
川
藩
上

下
に

不

安
と

混
乱
を
も
た

ら
し

た
。

鴫
外
は

、

『

殉
死
録
』

に

よ
っ

て
、

三

月

十
七

日

か

ら
六

月

十
九
日

ま
で

三

カ

月
余
に

わ

た

る

そ
れ
ぞ

れ
の

殉
死
日

を

補

訂
し

た

が
、

　
そ
の

遅
れ
と
ぼ

ら
つ

き
の

原
因
は

削
っ

た

　
（

『

殉
死
録
』

に

は

田

中
の

願

書
も

記
載
さ

れ
て

い

る
）

。

そ
し

て
、

漫
然
と

殉
死
日
を

並
べ

、

三

ヵ

月
間

、

何
ご

と

も
な

か

っ

た

と
し

た
。

そ
こ

に

は
、

歴
史
的
時
間
の

ダ

イ

ナ
、・
・

ズ

ム

が

欠

如
し

て

い

る
。

　

歴
史
上
の

殉
死
事
件
の

考
証
を

も
っ

て
、

鴫
外
「

阿
部
一

族
」

前
半
の

殉
死

部
分
を
照

射
す
る

な

ら、

右
の

よ

う
な
特
質
と
問
題
点
が
明

ら
か

に

な
る

。

こ

れ
ら
三

点
が
、

文
学
と
し

て

問
題

と
な
る
の

は
、

個
人
的
・

心
理

的
原
因
だ

け

で

な

く
、

そ
の

背
後
に

、

歴

史
的
・

社
会
的
・

政
治
的
原
因
を

置
い

た

方
が

、

歴
史
小
説
を

、

動
的
で
、

よ

り
豊
か

な、

奥
行

き
の

あ
る

作
品
に

す
る

だ
ろ

う

と

考
え
ら

れ
る

か

ら
で

あ
る

。

む
ろ
ん、

そ
う

す
れ

ば
、

短
編
小
説
に

は

お

さ

ま

ら
な
い

だ

ろ

う
が

。

　

も
は

や
、

作
品
「

阿
部
一

族
」

が

「

歴
史
其
儘
」

の

史
実
再

現
で

な
い

こ

と

は

明

ら
か

で

あ
ろ

う
。

言
う
ま

で

も
な

く
、

作
品

「

阿

部
一

族
」

は
、

歴
史
著

述
で

は

な

く
、

鴎
外
の

独

特
な
発
想
に

お

も
し
ろ

み
が

あ
る

の

だ
か

ら
、

歴
史

学
の

よ

う

な
「

歴
史
其
儘
」

を

要
求
し

な
く
て

よ

い
。

が、

従
来、

歴

史
と
小

説
と
を
自
由
に

す
り
か
え
て

読
む

傾
向
も

あ
っ

た
よ

う
に

思
う

。

「

阿
部
一

族
」

に

は
、

む
し
ろ

、

鴎
外
の

言
う
い

み

の

「

歴

史
其
儘
」

と
は

別
の

原
理
の

方
が
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大
き
く

働
い

て

い

て
、

右
に

あ
げ
た

三

つ

の

問

題
点
も、

そ
こ

か

ら
生
じ
て

い

る

と

私
は

思
う
の

で

あ
る

。

　

ま

ず
、

時
間

的
に

も
空
間
的
に

も
不
動
の

状
況

設
定
を
し

た

こ

と
が

、

作
品

に

沈
静
の

雰
囲

気
を

も
た

ら
し

て

い

る

こ

と
が

注
目
さ
れ
る

。

な
ぜ

鴎
外
は

、

十
八

人
の

殉
死
が

、

内
に

沈
痛
を

含
み

つ

つ

も
外
側
は

あ

く
ま
で

安
堵
と
平
静

の

う

ち
に

進
行
し

た

と
し

た

か
。

そ
れ
は

、

阿
部
弥
一

右
衛
門
の

異
常
な
殉
死

を

際
立
た
せ

ん
が
た

め
で

あ
る

。

阿
部
だ
け
の

性
格
悲
劇
と

す
る

た
め

に

は
、

十
八

人
の

殉
死
に

そ

れ

ぞ
れ
の

ド
ラ

マ

が

あ
っ

て

は

焦
点
が

ぼ
け

る

か

ら
、

光

尚
の

介
入

に

よ

る

紛
糾
は

削
っ

た
の

で

あ
る

。

背
景
と
し

て
、

不

動
の

「

掟
」

を

設
定
し

た
の

も、
、

両
者
の

対
比

を
く
っ

き
り
出
す
た
め

で

あ
る

。

こ

の

よ
う

に
、

人
物
を

対
比
的
に

描
く
の

は
、

平
面
的
な

描
き
分
け
で

あ
う

て
、

立
体
的

に

か

ら
み

合
わ
せ

る

描
き
方
で

は

な
い

が
、

そ

れ
は

そ
れ
と
し

て
、

作
品
「

阿

部
一

族
」

の

前
半
は
、

阿
部
弥
一

右
衛
門
の

性

格
悲
劇
と
い

う

中
心
主

題
の

伏

線
と
し

て
、

大
体
に

お

い

て

意
識
的
に

構
成
さ

れ
た

作
品
で

あ
る

。

　

「

大
体
」

と

言
っ

た
の

は
、

そ
の

意
識
が

、

初
稿
に

お

い

て

は

強
い

が
、

改

稿
さ
れ
た

定
本
に

は
、

細
部
に

ゆ
る

み

も
あ
る

か

ら
で

あ
る

。

初
稿
の

性

格
は

、

『

阿

部
茶
事
談
』

を

自
己
の

テ

ー

マ

に

組
み

な

お
し

た
も
の

で
、

芥
川
も
の

歴

史
小
説
に

近
い

テ

」

マ

小
説
で

あ
る

。

と
こ

ろ
が

、

『

殉
死

録
』

を

見
て

、

鴎

外
の

心
に

ジ

レ

ン

マ

が

生
じ

た
。

『

殉
死

録
』

が
、

初
稿
の

テ

ー

マ

と
は

別
の

ド
ラ

マ

を

も
っ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

そ
こ

で

と
る
べ

き
道
は

二

つ

に
一

つ

で

あ
っ

た
。

『

殉
死
録
』

を

も
ま
た
、

『

阿
部
茶
事
談
』

の

揚
合
の

よ

う
に

、

自
己

の

テ

ー

マ

に

資
す
る
よ

う
に

意
味
づ

け
た

り
、

背
馳
す
る

も
の

は

大
胆
に

切

り

す
て

る
か

。

あ
る

い

は
、

初
稿
の

テ

ー

マ

を

捨
て

て
、

『

殉
死
録
』

か
ら

新
し

い

テ

ー

マ

を

抽
出
し

、

別

作
「

阿
部
一

族
」

と

す
る

か
。

実
際
に

改
稿
さ
れ
た

も
の

は
、

や

や
ど
っ

ち
つ

か

ず
だ
が

、

前
者
の

方
法
に

近
い

。

す
な

わ
ち
、

初

稿
の

中
心
主
題
を

そ
の

ま
ま

残
し
、

尚
殉
死

録
』 ・

に

よ

る

補
訂
は

な
る
べ

く
少

な

く
し
た

も
の

だ
が
、

多
く
を
削
る

に

は

未
練
が

あ
っ

て
、

テ

ー

マ

と
矛
盾
す

る

と
こ

ろ

も

あ
る

作
品
と
な
っ

た
。

た

と
え
ぽ

、

宗
像
兄
弟
四
人
の

ド

ラ

マ

は

思
い

切
っ

て

削
っ

た

の

に
、

田

中
が
六

月
十
九
日
に

小
脇
差
を

腹
に

突
き
立
て

て

光
尚
の

許
し
を

得
て

死
ん

だ
こ

と
は

削
り

残
し
た
こ

と
で

あ
る

。

五

月
七
日

以
後、

阿
部
の

他
に
一

人
で

も
生
き
の

び

て

い

る

者
が
い

て

は
、

命
を

惜
し

む

と
い

う

悪
評
が
、

阿

部
一

人
に

対
す
る

痛
烈
な
い

や
が

ら
せ

で

は

な

く
な
っ

て

し
ま

う
し

、

な
ぜ
阿
部
は

田

中
の

よ

う
に

し

な
い

の

か

と
い

う

疑
問
も

、

作
品

・

内
部
に

残゚
っ

て

し

ま
う

。

そ
し
て

、

こ

う
い

う
統
制
の

ゆ
る

ん

だ

並
存
が
改
稿

に

よ
っ

て

生
じ
る

こ

と
は

、

「

興
津
弥
五

右
衛
門
の

遺
書
」

の

改
稿
の

場
合
囲

と

同
じ
で

あ
る

。

　

「

阿
部
一

族
」

は
、

ま

だ
、

の

ち

の

「

栗
山

大
膳
」

ほ
ど

、

「

歴

史
其
儘
」

に

重
心
を

移
し

て

い

な
い

作
品
で

あ
る

。

そ
れ
に

あ
え
て

「

歴
史
其
儘
と
歴

史

離
れ
」

を

あ
て

は

め

る
と
す

れ
ば、

初
稿
が

「

猥
に

変
更
」

し
た

も
の

（

テ

ー

マ

小

説
）

で

あ
っ

た
か

ら
こ

そ
、

新
史
料
を

見
た

時
、

「

史
料
を

調
べ

て

見
て

、

其
中
に

窺
は

れ
る

『

自
然
』

を
尊
重
す
る

念
を

発
し

た
、

そ
し

て

そ

れ
を
猥
に

変
更
す
る
の

が
厭
に

な
っ

た
。

」

と
い

う
気
持
ち

も
生
じ
た

、

　
一

方
自
己
の

テ

ー
マ

も

捨
て

る
に

は

惜
し
い

の

で
、

全
面
的
改
稿
は
せ

ず
、

細
部
の

補
訂
に

留

め
た

、

と
補
っ

て

解
釈
す
べ

き
で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

そ
し

て
、

テ

ー

マ

が

新

史
料
『

殉
死
録
』

と

背
馳
す
る
の

は
、

鴎
外
の

テ

ー

マ

が
、

基
本
的
に

非
歴

史

的
・

非
政
治
的
な
も
の

だ
か

ら
で

あ
る

。

そ
の

さ

ら
に

根
本
の

原
因
と
し

て

は
、

鵬
外
の

思

考
自
体
に

問

題
が

あ
る

と
思
わ

れ
る

。

　
な
お
、

残
さ
れ
た

課
題
と
し

て

は
、

阿

部
弥
一

右
衛
門
の

殉
死
の

位
置
づ

け

に

つ

い

て
、

殉
死

者
遣
跡
相

続
問
題
に

つ

い

て
、

阿
部
権
兵
衛
の

狼
籍
事
件
の

意
味
に

つ

い

て
、

阿
部
一

族
籠
城
の

意
味
に

つ

い

て
、

討
手
の

選
定
と

賞
罰
の

し

か

た
に

つ

い

て

な
ど

、

作
品
と

史
実
と
を

比
較
し
て

み
る

べ

き

こ

と

が

あ

る
。
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　　緊 急の訴え とお願 い

ベ トナ ム の 状況を め ぐっ て

　 ベ トナ ム で の 北爆再開，南ベ ト ナ ム で の 虐殺 ・弾圧な ど，非

人道 的な状況 を黙視す る こ とが で きな い 私た ちは ， と
』
り あ え

ず， 日本文学協会委員会名 で ， 次の 抗議電報を ニ ク ソ ン 大統領

宛 に 打ち ました 。

　　しか し ，こ れ は と りあ えずの 意志表示 であ り，

一
学会 の 委員

会 の枠内に と どめ るべ きこ とが らとは思 え ませ ん 。

　 私たち は ， こ の 四 項 目の 要求に ご賛成 の文学研究者の 署名を

で きる だ け多 く ， か つ 早 く集め ，改め て そ の 連名で 要請文を ニ

ク ソ ン 大統領宛 に 送 りた い と思 い ます 。

　 なお ， これに 必 要な若干の 通信費 ・印刷費に 加 えて ， で きれ

ば， ベ トナ ム 人民 の 緊 急な要請 （血清供給，病院建設等）に こ

た え ， カ ン パ も した い と思い ます 。 い くらで も結構 です 。 応 分

の ご協力 をお願 い し ます 。 こ れ らの 会計に つ い ては ，すべ て 協

会経費 とは 別途 に して ．後刻その 明細は 御報告 し ます 。

　　　　　　　　　　　1972年12月25 日　 日本文学協会委員会

　 校 正 の 段 階 で t 和平 協定仮 調 印
『
の ニ

ュ
ース を 聞 い た 。

・私た ち

は 停戦 を 喜ぶ が． しか し，考え て 見 る と ，
ベ トナ ム 戦争は もと

も とア メ リ カが ジ ュ ネ ーブ協定に 違 反 し て 始 め た もの で あ る 。

協 定成 立 で 安 心す る わ けに は い か ぬ
。 私 た ち は 監視 を 続 けね ば

な らぬ 。 また ，支 援 カ ン パ
1
は 続 けね ばな らぬ 。 あ え て

，
「訴 え

と お 願 い 」 を ， こ の ま ま掲載 す る
。 （会務委員）

　 尚 ， 12月30目付で 打 っ た ニ ク ソ ン 宛電 文は 次 の とお り で あ る 。

　　　　　MR ．　 RICHARD 　M ．　NIXON
　　　　　PRESIDENT 　 OF 　 USAf 　WHITEHOUSE

　　　　　WASHINGTON 　DC

WE 　OF 　THE 　JAPANESE　LITERATURE 　ASSOCIATION
IN　THE 　NAME 　OF 　EXECUTIVE 　COMMITTEE 　EXPRESS
OUR 　WILL 　 TQ 　 THE 　PRESIDENT 　NIXON 　OF 　THE 　USA
AS 　FALLOWS ．

』
1）WE 　 DEMAND

’
　YOU 　 IMMEDIATELY

SIGN 　THE 　AGREEMENT 　REACHED 　WITH 　THE ：DEIY［O −

CRATIC 　REPUBLIC 　OF 　VIETNAM ．2）WE 　STRONGLY
PROTEST 　YOU 　 FOR 　 YOUR 　 INHUMAN 　 RESUMPTION
．
STRENGTHENING 　 AND 　 EXPANSION 　 OF 　 BOMBARD ヂ

MENT 　AGAINST 　NORTH 　VIETNAM 　AND 　DEMAND 　YOU

TO 　STOp 　IMMEDIATELY 　ALL 　WAR 　ACTS 　INCLUDING
THROUGHOUT 　 TERITORY 　OF 　VIETNAM ．3）WE 　DE マ

．

MAND 　YOU 　TO 　PUT 　 AN 　END 　TO 　THE 　REPRESSIONS
BEING 　CONDUCTED 　 BY 　 YOUR 　 ADMINISTRATION
AND 　 THE 　 SIGON 　 REGIME 　 IN　 SOUTHVIETNAM ．4）
WE 　 DEMAND 　YOU 　 TO 　 STOP 　 SUPPORTING 　 NGUYEN

VAN 　 THIEU ．

　　　　　　　 PROFESSOR 　SHIGEO
’
MORIYAMA 　 l

　　　　　　　 REPRESENTATIvE 　COMMITTEE ・OF 　THE
　　　　　　　JAPANESE 　 HTERATURE 　ASSOCIATION ，

　　　　　　　 TOKYO
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〔

付
記
〕

　
細

川
藩
の

史
料
に

っ

い

て

は
、

熊
本

大
学
寄
託

「

細

川
家
永
青

文

庫
」

の

閲
覧
・

撮
影

の

た

め

熊
本

大
学
教
授

森
田

誠
一

氏

に

御
尽

力
を

仰
い

だ

ほ

か
、

史
料
調
査

に

あ
た
っ

て

の

市
立

熊

本
高
校
阿

蘇
品

保
夫
・

県
立

熊

本
高
校

森
下

功
両

教
諭
の

御
協

力
な
ど

、

数
々

の

御
好

意
と

御
教
示

に

導
か

れ
た

し

海
わ
せ

を

深
く
感

謝
し

た

い
。

（2＞
注
ω

拙
稿
「

鴎
外

『

阿
部
一

族
』

の

主

資
料

『

阿
部
茶
事
談
』

の

性

格
」

『

近

世
・

近

代
の

こ

と
ば

と

文
学
』

昭
48
・

1
）

・

磯
貝

英
夫

「

鴎
外
歴

史
小

説

序
説
」

（

『

文

学
』

お

巻
11
号
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

ふ

じ

も
と
・

ち

ず
こ

／
広

島
大
学
大
学

院
）
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